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新市の施策 新市の主な事業 

市民主体のまちづくりの推進 

地域コミュニティなど多様な担い手が自主的、自立的な地域づくりに取り組むまちをつくる 

　新しい上越市では、「豊かさ、安らぎ、快適な生活を市民が支えあう自主自立のまちづくり」 

という基本理念にのっとり、「海に山に大地になりわいと文化あふれる共生都市上越」という 

将来像を目指して、次の６つの基本方針でまちづくりを進めます。 

地域コミュニティなどをいかした協働のまちづくり 

豊かな自然と共生する循環型のまちづくり 

地域で支える健康・福祉のまちづくり 

なりわいあふれ活力のあるまちづくり 

豊かな心を共にはぐくむ文化と教育のまちづくり 

地域の個性（特性）をいかし、交流・発展を支援するまちづくり 
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　新しい上越市では、市民主体のまちづくりを進め、市民一人ひとりや地

域コミュニティ、ＮＰＯ、ボランティア団体など多様な主体がそれぞれの

持ち味をいかしてまちづくりに取り組み、行政と協働する中で、自立した

まちを築き上げていきます。 

　新しい上越市では、海、山、大地といった豊かな自然の中で各々が培って

きた生活文化を市民の間で引き継ぎ、広げていくとともに、真に地球環境

時代にふさわしい自然共生型、循環型の生活文化を、新しいまちのものと

して市民の力で築き上げていきます。 

　新しい上越市では、子供から高齢者まで、すべての市民が安心して暮ら

し、安らぎを感じることができるまちを、市民が共に支え合い、地域が一体

となって、築き上げていきます。 

　新しい上越市では、地域が持つ豊かな自然や文化、人、交通基盤、産業集

積といった様々な特徴ある資源をいかし、新たな時代の環境変化に柔軟に

対応し乗り越える力を持った強い産業やそれを支える人を生み育てます。

そして、地域に「なりわい」があふれ、活力あるまちを築き上げていきます。 

　新しい上越市では、地域が守ってきた文化や歴史を市民で受け継ぎ、大

切にする心をはぐくむとともに、地域を支える人や個性を共に育て、人々

に豊かな心が根付くまちを築き上げていきます。 

　新しい上越市では、地域の産業、自然、文化などの個性をいかした地域外

の交流を支え、共に発展していくための基盤が整ったまちを築き上げてい

きます。 

地域づくりの主体となる担い手の育成 

・まちづくり市民大学運営事業 
　　市民のまちづくりへの関心を高め、理解を深め知識を広める講座を開催し、まちづくりのリーダーの育成と仲
　　間づくりを図ります。 
・ボランティア活動支援事業 
　　ボランティア団体の健全な発展を支援するため、活動に係る費用の一部を助成します。 
・ＮＰＯ育成支援事業、ボランティア育成事業 
　　ＮＰＯ・ボランティアセンターの運営を通し、ＮＰＯ（特定非営利活動団体）への指導・助言・相談や情報提供等
　　を行い、ＮＰＯ、ボランティア団体等の育成や活動を支援します。 
・まちづくりコーディネート事業 
　　自主的なまちづくり計画の策定や実践事業のため専門知識を有するコーディネーターを派遣し、市民のまち
　　づくりを進めます。 

地域コミュニティなど多様な担い手が自主的、自立的な地域づくりに取り組むまちをつくる 

市政への市民参画の推進 

・市民対話事業（市政モニター、市民の声ポスト） 
　　市民ニーズを的確に把握し、市民の声を市政に反映していくため、市政モニターや市民の声ポストを通じ、市
　　民の皆さんの声をお聴きしていきます。 
・パブリックコメント制度の推進 
　　市民の生活に広く影響を及ぼす重要な計画や条例などを決める前に、その案を公表し、市民の皆さんの意見を
　　お聴きするパブリックコメント制度を推進します。 
・各種審議会・委員会への公募委員、女性委員の積極的登用 
　　市民公募により、市民参画の市政運営を推進するとともに、各種審議会等委員の女性登用率を高め、市政への
　　女性の参画を図ります。 

市民と行政との協働の推進 

・自治基本条例検討事業 
　　市民の役割や責務など、新しい上越市のまちづくりに関する基本的な事項を総括的にまとめた条例を検討し
　　ます。 

多様な担い手による地域づくり活動の支援 

・コミュニティ・プラザ整備事業 
　　地域住民の活動や交流の拠点として旧町村の役場庁舎などを「コミュニティ・プラザ」として整備します。 
・集落活性化センター・集会施設整備事業 
　　地域住民の交流の場となる集会施設の整備を図ります。 
・地域コミュニティ推進事業 
　　住民の自主的な計画づくりや、その計画に基づく実践事業活動を推進するための支援をします。 


